
 

 

●香川県病院局告示第１号 

平成19年香川県病院局告示第１号（香川県立病院の使用料及び手数料）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年２月20日 

香川県病院事業管理者  槇  野  博  史 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第１（第１条、第２条関係） 別表第１（第１条、第２条関係） 

１ 略 １ 略 

２ 手数料 ２ 手数料 

(１) 文書手数料 (１) 文書手数料 

 ア 健康診断書 １部につき 3,300円  ア 健康診断書 １部につき 2,200円 

 イ 普通診断書 １部につき 3,300円  イ 普通診断書 １部につき 2,200円 

 ウ 特別診断書  ウ 特別診断書 

    (ア)～(ウ) 略 (ア)～(ウ) 略 

    (エ) 身体障害に関する診断書 １部につき 5,500円     (エ) 身体障害に関する診断書 １部につき 3,300円 

    (オ)～(キ) 略     (オ)～(キ) 略 

   エ・オ 略    エ・オ 略 

 カ 診療報酬明細書 １部につき 5,500円  カ 診療報酬明細書 １部につき 3,300円 

 キ 略  キ 略 

 ク 各種の意見書又は証明書  ク 各種の意見書又は証明書 

    (ア) 記載内容が複雑なもの １部につき 5,500円     (ア) 記載内容が複雑なもの １部につき 3,300円 

    (イ) 略     (イ) 略 

            ただし、２部以上作成する場合において、増加分１部について

徴収する額は、キを除き、それぞれの額の半額とする。 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

  

 


